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(57)【要約】
【課題】着用者がパフォーマンスを発揮し易くなるよう
にすることができる運動用タイツを提供する。
【解決手段】運動用タイツ１は、着用者の下半身に密着
し、伸縮性のある生地によって形成されたタイツ部３と
、このタイツ部３の外表面に形成され、タイツ部３より
も伸び難く縮み易い材料によって構成された筋肉サポー
ト部とを備え、この筋肉サポート部は、着用者の骨盤の
後傾を抑制するための腰サポート部５と、着用者の大腿
四頭筋の人体幅方向内側に沿って、且つ着用者の内捻転
筋群を覆うように鼠蹊部から下向きに伸びる内捻転筋サ
ポート部７と、前記内捻転筋サポート部７と共に大腿四
頭筋を挟み込むように、大腿四頭筋の人体幅方向外側に
おいて大腿四頭筋に沿って下向きに延びる大腿四頭筋サ
ポート部９とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下半身用の運動タイツであって、
　着用者の下半身に密着し、伸縮性のある生地によって形成されたタイツ部と、
　このタイツ部の外表面に形成され、前記タイツ部よりも伸び難く縮み易い材料によって
構成された筋肉サポート部とを備え、
　この筋肉サポート部は、着用者の骨盤の後傾を抑制するための腰サポート部と、
　着用者の大腿四頭筋の人体幅方向内側に沿って、且つ着用者の内捻転筋群を覆うように
鼠蹊部から下向きに伸びる内捻転筋サポート部と、
　前記内捻転筋サポート部と共に大腿四頭筋を挟み込むように、大腿四頭筋の人体幅方向
外側において大腿四頭筋に沿って下向きに延びる大腿四頭筋サポート部と、を備えること
を特徴とする運動用タイツ。
【請求項２】
　前記筋肉サポート部は、膝蓋骨の下側から人体幅方向両側に向って延び、一端が外側側
副靭帯を覆う位置まで延び、他端が内側側副靭帯を覆う位置まで延びる膝サポート部を備
えている、請求項１に記載の運動用タイツ。
【請求項３】
　前記膝サポート部の一端は、外側側副靭帯から膝を越えて上向きに延び、着用者のハム
ストリングを横切って前記内捻転筋サポート部に連結されており、
　前記膝サポート部の他端は、前記内捻転筋サポート部の下端と連結されている、請求項
１又は２に記載の運動用タイツ。
【請求項４】
　前記内捻転筋サポート部の上端は、着用者の股関節近傍で前記腰サポート部に連結され
ている、請求項１乃至３の何れか１項に記載の運動用タイツ。
【請求項５】
　前記筋肉サポート部は、内側腓腹筋及び外側腓腹筋を下側から持ち上げ、且つ挟み込む
ように、着用者の膝蓋骨の下側から、前頚骨筋と内側腓腹筋との間を通って内側腓腹筋の
下端まで至り、内側腓腹筋の下端から外側腓腹筋の人体幅方向外側を通って上向きに延び
る腓腹筋サポート部を備えている、請求項１乃至４の何れか１項に記載の運動用タイツ。
【請求項６】
　前記筋肉サポート部は、前記タイツ部を形成している生地よりも伸び難く縮み易い樹脂
を前記生地に塗布することで形成されている、請求項１乃至５の何れか１項に記載の運動
用タイツ。
【請求項７】
　前記筋肉サポート部は、前記タイツ部を形成している生地よりも伸び難く縮み易いサポ
ート用生地を、前記生地に縫い付けることで形成されている、請求項１乃至５の何れか１
項に記載の運動用タイツ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運動用タイツに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、運動時に着用することを目的とした運動用タイツが知られている（例えば、
特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３６６６８６８号公報
【０００４】
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　特許文献１に記載された運動用タイツは、特定の筋肉の収縮方向に沿ってその筋肉を覆
う緊締部を有している。緊締部は、伸び難く、縮みやすい性質を有する材料によって構成
されており、筋肉の収縮時に緊締部が縮む力を利用して筋肉の収縮を促進・補助すること
によって、肉離れ等の怪我を予防しまたは悪化を軽減している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで近年では、怪我の予防等を図ることができる運動用タイツとは別に、着用者が
パフォーマンスを発揮し易くなるようにする運動用タイツの開発が望まれている。
【０００６】
　特許文献１に開示されているような運動用タイツは、筋肉が縮む動作を促進できるため
、怪我を予防し、又はその悪化を軽減することができる反面、筋肉が伸びるときには筋肉
の伸長方向と反対向きに応力を発揮するため、かえって筋肉が伸びるのを妨げてしまう。
従って、筋肉の収縮方向に沿って設けられた緊締部を有する運動用タイツでは、筋肉が縮
むときに着用者のパフォーマンスを向上させることができるものの、筋肉が伸びるときに
着用者の動作を妨げてしまうという問題があった。
【０００７】
　また、上述した特許文献１に記載された運動用タイツの緊締部は、特定の筋肉に被さる
ように設ける必要があるが、緊締力が強く伸び難い緊締部によって筋肉を覆うと、その筋
肉が縮んで太くなる動作を妨げてしまうという問題があった。
【０００８】
　従って、着用者がパフォーマンスを発揮し易くなるようにする目的を達成するために公
知の運動用タイツを使用することは適切ではなく、新たな運動用タイツを開発することが
未だに望まれている。
【０００９】
　したがって、本発明は上述した課題を解決するためになされたものであり、着用者がパ
フォーマンスを発揮し易くなるようにすることができる運動用タイツを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決するために、本発明は、下半身用の運動タイツであって、着用者の
下半身に密着し、伸縮性のある生地によって形成されたタイツ部と、このタイツ部の外表
面に形成され、前記タイツ部よりも伸び難く縮み易い材料によって構成された筋肉サポー
ト部とを備え、この筋肉サポート部は、着用者の骨盤の後傾を抑制するための腰サポート
部と、着用者の大腿四頭筋の人体幅方向内側に沿って、且つ着用者の内捻転筋群を覆うよ
うに鼠蹊部から下向きに伸びる内捻転筋サポート部と、前記内捻転筋サポート部と共に大
腿四頭筋を挟み込むように、大腿四頭筋の人体幅方向外側において大腿四頭筋に沿って下
向きに延びる大腿四頭筋サポート部と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　このように構成された本発明によれば、腰サポート部によって、腰をサポートし運動時
に非常に重要視される骨盤の角度を適正化することができる。また、内捻転筋サポート部
によって、下半身の筋肉の中では比較的弱く、かつ姿勢を保つために重要とされる内捻転
筋群が縮む動作をサポートすることができる。また、このように構成された本発明によれ
ば、大腿四頭筋の人体幅方向外側において大腿四頭筋に沿って延びる大腿四頭筋サポート
部と、内捻転筋サポート部とによって、大腿四頭筋を挟み込むことができる。運動用タイ
ツの分野においては、筋肉の表面を実質的に覆わずに筋肉の周辺から筋肉の中心に向けて
力を加えて筋肉をサポートすることによって筋肉が太くなる動作をサポートし、筋力を十
分に発揮できる環境を作り出せる傾向があることが知られているが、本発明によれば、あ
らゆるスポーツでの下半身の動作の中で特に使用される頻度が高い大腿四頭筋を、内捻転
筋サポート部、及び大腿四頭筋サポート部によって挟み込むことができる。これにより、



(4) JP 2014-177721 A 2014.9.25

10

20

30

40

50

大腿四頭筋の筋力を十分に発揮できる環境を作り出すことができ、着用者がパフォーマン
スを発揮し易くなるようにすることができる。
【００１２】
　また、本発明において、好ましくは、前記筋肉サポート部は、膝蓋骨の下側から人体幅
方向両側に向って延び、一端が外側側副靭帯を覆う位置まで延び、他端が内側側副靭帯を
覆う位置まで延びる膝サポート部を備えている。
【００１３】
　このように構成された本発明によれば、膝サポート部によって、膝蓋骨を下側から持ち
上げることができ、膝の倒れ込みを抑制することができる。
【００１４】
　また、本発明において、好ましくは、前記膝サポート部の一端は、外側側副靭帯から膝
を越えて上向きに延び、着用者のハムストリングを横切って前記内捻転筋サポート部に連
結されており、前記膝サポート部の他端は、前記内捻転筋サポート部の下端と連結されて
いる。
【００１５】
　このように構成された本発明によれば、内捻転筋サポート部をアンカーとして、膝サポ
ート部による膝の持ち上げ効果を向上させることができる。
【００１６】
　また、本発明において、好ましくは、前記内捻転筋サポート部の上端は、着用者の股関
節近傍で前記腰サポート部に連結されている。
【００１７】
　このように構成された本発明によれば、内捻転筋サポート部に加えて腰サポート部をア
ンカーとして膝サポート部による膝の持ち上げ効果をさらに向上させることができる。
【００１８】
　また、本発明において、好ましくは、前記筋肉サポート部は、内側腓腹筋及び外側腓腹
筋を下側から持ち上げ、且つ挟み込むように、着用者の膝蓋骨の下側から、前頚骨筋と内
側腓腹筋との間を通って内側腓腹筋の下端まで至り、内側腓腹筋の下端から外側腓腹筋の
人体幅方向外側を通って上向きに延びる腓腹筋サポート部を備えている。
【００１９】
　このように構成された本発明によれば、腓腹筋サポート部によって内側腓腹筋及び外側
腓腹筋を両側から挟みこみ、かつ下側から支えることができる。これにより、内側腓腹筋
及び外側腓腹筋を含む腓腹筋が縮むときに、腓腹筋が太くなる動作を阻害するのを抑制し
ながら、腓腹筋が筋力を十分に発揮できる環境を作り出すことができる。また、これと同
時に、膝蓋骨の下側において腓腹筋サポート部によって前脛骨筋を両側から挟み込むこと
ができる。これにより、前脛骨筋が縮むときに、前脛骨筋が太くなる動作を阻害するのを
抑制しながら、前脛骨筋が筋力を十分に発揮できる環境を作り出すことができる。
【００２０】
　また、本発明において、好ましくは、前記筋肉サポート部は、前記タイツ部を形成して
いる生地よりも伸び難く縮み易い樹脂を前記生地に塗布することで形成されている。
【００２１】
　また、本発明において、好ましくは、前記筋肉サポート部は、前記タイツ部を形成して
いる生地よりも伸び難く縮み易いサポート用生地を、前記生地に縫い付けることで形成さ
れている。
【発明の効果】
【００２２】
　以上のように本発明によれば、着用者がパフォーマンスを発揮し易くなるようにするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第一の実施形態による運動用タイツの正面図である。



(5) JP 2014-177721 A 2014.9.25

10

20

30

40

50

【図２】本発明の第一の実施形態による運動用タイツの背面図である。
【図３】本発明の第一の実施形態による運動用タイツの側面図である。
【図４】図１のIV-IVに沿った断面図である。
【図５】本発明の第一の実施形態の変形例による運動用タイツの正面図である。
【図６】本発明の第一の実施形態の変形例による運動用タイツの背面図である。
【図７】本発明の第一の実施形態の変形例による運動用タイツの側面図である。
【図８】図５のVIII-VIIIに沿った断面図である。
【図９】本発明の第二の実施形態による運動用タイツの正面図である。
【図１０】本発明の第二の実施形態による運動用タイツの背面図である。
【図１１】本発明の第二の実施形態による運動用タイツの側面図である。
【図１２】図９のXII-XIIに沿った断面図である。
【図１３】本発明の第二の実施形態の変形例による運動用タイツの正面図である。
【図１４】本発明の第二の実施形態の変形例による運動用タイツの背面図である。
【図１５】本発明の第二の実施形態の変形例による運動用タイツの側面図である。
【図１６】図１２のXVI-XVIに沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態による運動用タイツについて説明する。
【００２５】
　図１は、本発明の第一の実施形態による運動用タイツの正面図であり、図２は、この運
動用タイツの背面図であり、図３は、この運動用タイツの側面図であり、図４は、図１の
IV-IVに沿った断面図である。
【００２６】
　図１乃至図４に示すように、運動用タイツ１は、着用者の下半身に密着するタイツ部３
を有する。タイツ部３は、伸縮性を有する生地によって形成されており、着用者の下腹部
近傍から足首にかけての下半身を覆い、下半身に密着する形状を有している。
【００２７】
　また、運動用タイツ１は、タイツ部３の表面に形成された筋肉サポート部を有している
。
【００２８】
　筋肉サポート部は、タイツ部３を形成している生地よりも伸び難く縮み易い樹脂材料を
タイツ部３の外表面にプリントすることで形成されている。筋肉サポート部を構成する樹
脂材料としては、シリコンを含有したウレタン樹脂等の熱可塑性が高い樹脂を用いること
が好ましい。なお、図１乃至図４、及び後述する図５乃至図８では、理解を容易にするた
めに、筋肉サポート部を所定の方向に延びる４本の線で示しているが、各線は幅が数mm程
度の樹脂の線を示している。
【００２９】
　筋肉サポート部は、骨盤の角度を適正にし、運動時に下半身において役割が大きい筋肉
を挟み込むことによりこれらの筋肉が筋力を十分に発揮できる環境を作り出し、且つ下半
身の筋肉の中では比較的弱いが姿勢を保つために重要とされる筋肉を覆うことによって覆
っている筋肉が縮むときの動作をサポートするように形成されている。
【００３０】
　具体的には、筋肉サポート部は、骨盤の角度を適正に調整する腰サポート部５と、下半
身の筋肉の中では比較的弱い内捻転筋群をサポートする内捻転筋サポート部７と、内捻転
筋サポート部と共に大腿四頭筋をサポートする大腿四頭筋サポート部９と、膝をサポート
する膝サポート部１１と、腓腹筋をサポートする腓腹筋サポート部１３とを備えている。
【００３１】
　腰サポート部５は、下腹部近傍を人体周方向に囲む帯状体によって形成されている。腰
サポート部５は、人体背面側において背筋の下端部及び仙骨を覆い、さらに人体正面側に
おいて下腹部を覆うように延びている。特に図３に示すように、腰サポート部５は、人体
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背面側における上端の位置が、人体正面側における上端の位置よりも高くなるように形成
されており、着用時に骨盤を前傾させる作用を有する。人間は、脱力時には背骨の下端近
傍を人体背面側に反らし上半身を前傾させる傾向にあり、この姿勢では、骨盤が後傾して
しまう。従って、腰サポート部によって、正面側よりも高い位置で背面側を正面方向に向
けて押し込み、反対に背面側よりも低い位置で正面側を背面方向に向けて押し込むことに
より、骨盤の後傾を抑制し骨盤の角度を適正にすることができる。
【００３２】
　腰サポート部５は、例えば六角形状の樹脂プリントを敷き詰めた帯状体で構成されてい
る。これにより、腰を周方向から締め付ける力を強くすることができる。腰サポート部５
の構成としては、六角形状の樹脂プリントを用いる他、他の多角形状の樹脂プリントを用
いても良いし、腰を周方向に囲むように延びる複数の線状の樹脂プリントを用いてもよい
。また、複数の六角形状の樹脂プリントのうち、隣接する樹脂プリントの間に間隔を設け
てもよい。これにより、腰周りを樹脂で覆うことによって腰サポート部５の通気性が損な
われるのを抑制することができる。
【００３３】
　内捻転筋サポート部７は、大腿四頭筋の人体幅方向内側に沿って鼠蹊部から下向きに膝
上まで延びる帯状体であり、内捻転筋群の人体表面側を覆うように形成されている。なお
、大腿四頭筋に沿って延びる、とは、実質的に大腿四頭筋を覆わずに、大腿四頭筋の側部
において大腿四頭筋の伸縮方向に沿って延びることを意味する。
【００３４】
　内捻転筋サポート部７は、内捻転筋群が縮むときにこの動作と連動して大腿部の延伸方
向に沿って縮み、内捻転筋群が縮む動作をサポートする。内捻転筋群は、大腿部の垂直姿
勢を保持するために重要な役割を果たしており、長時間の運動等によって内捻転筋群の筋
力が弱まると、左右の大腿が股関節を中心に開いて膝が人体幅方向外側に反れてしまう傾
向がある。従って、内捻転筋サポート部７によって内捻転筋群をサポートすることで、膝
が人体幅方向外側に反れるのを抑制することができる。
【００３５】
　大腿四頭筋サポート部９は、人体幅方向外側において大腿四頭筋に沿って下向きに延び
る帯状体である。具体的には大腿四頭筋サポート部９は、大転子近傍から膝上の高さ位置
まで下向きに延びている。そして大腿四頭筋サポート９は、内捻転筋サポート部７と共同
して、大腿四頭筋を人体幅内側及び外側から挟み込むように形成されている。このように
大腿四頭筋を人体の幅方向から挟み込むことにより、大腿四頭筋が縮んで太くなるときの
動作を妨げるのを抑制し、かつ筋力を十分に発揮できる環境を作り出すことができる。
【００３６】
　なお、本明細書中において、筋肉サポート部によって筋肉を挟み込むこと、とは、２本
の帯状の筋肉サポート部を筋肉が延びている方向に沿って筋肉の両側に配置し、且つ帯状
の筋肉サポート部が筋肉を全く覆わないか、又は帯状の筋肉サポート部の大部分が筋肉を
覆わないように配置することを意味する。
【００３７】
　膝サポート部１１は、膝蓋骨を上下左右から囲むように形成されており、特に、膝蓋骨
を下側から持ち上げることによって膝が倒れこむのを抑制する。膝サポート部１１は、膝
蓋骨の上側を通り、脚の幅方向外側を経て、ハムストリングを横切って内捻転筋サポート
部７の上端まで伸びる帯状体からなる上側膝サポート部１１ａと、上側膝サポート部１１
ａから膝蓋骨の人体幅方向内側を通って運動用タイツ１の下端まで延びる帯状体からなる
内側膝サポート部１１ｂと、上側膝サポート部１１ａから膝蓋骨の人体幅方向外側を通っ
て運動用タイツ１の下端まで延びる帯状体からなる外側膝サポート部１１ｃと、膝蓋骨の
下側において内側膝サポート部１１ｂと外側膝サポート部１１ｃとの間で延びる帯状体か
らなる下側膝サポート部１１ｄとを備えている。
【００３８】
　上側膝サポート部１１ａは、着用者の脚を囲むように延びており、その両端が内捻転筋
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サポート部７に連結されている。これにより、上側膝サポート部１１ａが、内側膝サポー
ト部１１ｂ、及び外側膝サポート部１１ｃに対するアンカーとなり、内側膝サポート部１
１ｂ及び外側膝サポート部１１ｃを引き上げ、ひいては内側膝サポート部１１ｂ及び外側
膝サポート部１１ｃに連結された下側膝サポート部１１ｄを引き上げることができる。な
お、図１乃至４では、内側膝サポート部１１ｂ及び外側膝サポート部１１ｃが運動用タイ
ツ１の下端まで延びているが、内側膝サポート部１１ｂ及び外側膝サポート部１１ｃは、
下側膝サポート部１１ｄと連結されていればよく、下側膝サポート部１１ｄと交差する位
置で終端していても良い。また、上側膝サポート部１１ａは、必ずしも必要ではなく、内
側膝サポート部１１ｂの上端を内捻転筋サポート部７と連結し、さらに外側膝サポート部
１１ｃを延ばして人体幅方向外側からハムストリングを横切って内捻転筋サポート部７と
連結しても良い。このような構成によっても、膝蓋骨を下側から持ち上げる効果を得るこ
とができる。
【００３９】
　腓腹筋サポート部１３は、腓腹筋サポート部１３は、内側腓腹筋及び外側腓腹筋を含む
腓腹筋を下側から持ち上げるように形成されている。具体的には腓腹筋サポート部１３は
、内側膝サポート部１１ｂと外側膝サポート部１１ｃとの間で延びる帯状体であり、内側
腓腹筋及び外側腓腹筋の下側を通り、各々の端部が内側膝サポート部１１ｂと外側膝サポ
ート部１１ｃに連結されている。
【００４０】
　また運動用タイツ１の下端部、即ち着用者の足首近傍を囲む部分には、周囲にわたって
帯状に樹脂プリントが施されている（符号１５参照）。この部分に樹脂プリントを施すこ
とにより、運動用タイツ１のタイツ部３の端部を折り返して縫製しなくても、タイツ部３
を構成する生地の糸が飛び出すのを防止することができる。
【００４１】
　次に、第一の実施形態による運動用タイツ１の作用について説明する。
【００４２】
　運動用タイツ１によれば、腰サポート部５によって、腰をサポートし骨盤の角度を適正
化し、骨盤の後傾を抑制することができる。また、内捻転筋サポート部７によって、内捻
転筋群が縮む動作をサポートすることができるため、膝が外向きに倒れるのを抑制するこ
とができる。また、大腿四頭筋サポート部９と、内捻転筋サポート部７とによって、大腿
四頭筋を挟み込むことにより、大腿四頭筋の筋力を十分に発揮できる環境を作り出すこと
ができ、着用者がパフォーマンスを発揮し易くなるようにすることができる。
【００４３】
　次に、本発明の第一の実施形態の変形例による運動用タイツについて説明する。
【００４４】
　図５は、本発明の第一の実施形態の変形例による運動用タイツの正面図であり、図６は
、この運動用タイツの背面図であり、図７は、この運動用タイツの側面図であり、図８は
、図５のVIII-VIIIに沿った断面図である。
【００４５】
　第一の実施形態の実施形態の変形例による運動用タイツ２１は、運動用タイツ１の膝下
をカットした形態を有している。従って変形例による運動用タイツ２１は、腓腹筋サポー
ト部１３を有していない点以外は、運動用タイツ１と同様の構成を有している。そしてこ
のような運動用タイツ２１によっても、運動用タイツ１と同様の作用・効果を得ることが
できる。
【００４６】
　なお、第一の実施形態では、筋肉サポート部の各部を構成する帯状体を４本の樹脂プリ
ントの線で構成することとしたが、線の本数は４本に限られるものではなく、１本の線で
構成してもよいし、又は４本以上の線で構成してもよい。但し、帯状体を複数本の線で構
成することによって、線の間に間隔を設けることができ、これにより筋肉サポート部の通
気性が損なわれるのを抑制することができる。
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【００４７】
　次に、本発明の第二の実施形態による運動用タイツについて説明する。
【００４８】
　図９は、本発明の第二の実施形態による運動用タイツの正面図であり、図１０は、この
運動用タイツの背面図であり、図１１は、この運動用タイツの側面図であり、図１２は、
図９のXII-XIIに沿った断面図である。
【００４９】
　図９乃至図１２に示すように、運動用タイツ５１は、着用者の下半身に密着するタイツ
部５３を有する。タイツ部５３は、伸縮性を有する生地によって形成されており、着用者
の下腹部近傍から足首にかけての下半身を覆い、下半身に密着する形状を有している。
【００５０】
　また、運動用タイツ５１は、タイツ部５３の表面に形成された筋肉サポート部を有して
いる。
【００５１】
　筋肉サポート部は、タイツ部５３を形成している生地よりも伸び難く縮み易いサポート
用生地をタイツ部５３に縫い付けることで形成されている。
【００５２】
　筋肉サポート部は、第一の実施形態と同様に、骨盤の角度を適正にし、運動時に下半身
において役割が大きい筋肉を挟み込むことによりこれらの筋肉が筋力を十分に発揮できる
環境を作り出し、且つ下半身の筋肉の中では比較的弱く、かつ姿勢を保つために重要とさ
れる筋肉を覆うことによって覆っている筋肉が縮むときの動作をサポートするように形成
されている。
【００５３】
　具体的には、筋肉サポート部は、骨盤の角度を適正に調整する腰サポート部５５と、下
半身の筋肉の中では比較的弱い内捻転筋群をサポートする内捻転筋サポート部５７と、内
捻転筋サポート部と共に大腿四頭筋をサポートする大腿四頭筋サポート部５９と、膝をサ
ポートする膝サポート部６１と、腓腹筋をサポートする腓腹筋サポート部６３とを備えて
いる。
【００５４】
　腰サポート部５５は、腰サポート部５と同様に、下腹部近傍を人体周方向に囲む帯状体
によって形成されている。腰サポート部５５は、人体背面側において背筋の下端部及び仙
骨を覆い、さらに人体正面側において下腹部を覆うように延びている。この腰サポート部
５５は、材料以外の点において上述した腰サポート部５と同様の構成・作用・効果を有し
ているため、詳細な説明は省略する。
【００５５】
　内捻転筋サポート部５７は、大腿四頭筋の人体幅方向内側に沿って鼠蹊部から下向きに
膝上まで延びる帯状体であり、内捻転筋群の人体表面側を覆うように形成されている。内
捻転筋サポート部５７は、材料以外の点において上述した内捻転筋サポート部７と同様の
構成・作用・効果を有しているため、詳細な説明は省略する。
【００５６】
　大腿四頭筋サポート部５９は、人体幅方向外側において大腿四頭筋に沿って下向きに延
びる帯状体である。具体的には大腿四頭筋サポート部９は、大転子近傍から膝上の高さ位
置まで下向きに延びている。そして大腿四頭筋サポート９は、内捻転筋サポート部７と共
同して、大腿四頭筋を人体幅内側及び外側から挟み込むように形成されている。また、大
腿四頭筋サポート部５９の下端は、着用者の大腿部の上下方向中央付近で終端しており、
他の筋肉サポート部とは連結されていない。そして大腿四頭筋サポート９は、内捻転筋サ
ポート部７と共同して、大腿四頭筋を人体幅内側及び外側から挟み込むように形成されて
いる。このように大腿四頭筋を人体の幅方向から挟み込むことにより、大腿四頭筋が縮ん
で太くなるときの動作を妨げるのを抑制し、かつ筋力を十分に発揮できる環境を作り出す
ことができる。
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【００５７】
　膝サポート部６１は、膝蓋骨の下側半分だけを囲むように形成されており、膝蓋骨を下
側から持ち上げることによって膝が倒れこむのを抑制する。膝サポート部６１は、膝蓋骨
の下側から人体幅方向両側に向って延びる帯状体によって構成されている。具体的には、
膝サポート部６１は、一端が外側側副靭帯を覆う位置まで延び、他端が内側側副靭帯を覆
う位置まで延びている。膝サポート部６１の一端側は、外側側副靭帯を覆い、さらに、大
腿四頭筋サポート部５９の下端近傍を通ってからハムストリングを横切り、内捻転筋サポ
ート部５７の上端に連結されている。膝サポート部６１が大腿四頭筋サポート部５９の下
端の近くを通過するようにすることで、大腿四頭筋サポート部５９を介して、腰サポート
部５５と膝サポート部６１とを実質的に連結することができ、腰サポート部５５を膝サポ
ート部６１のアンカーとすることができる。また、膝サポート部６１の他端側は、内側側
副靭帯から上方に延びて内捻転筋サポート部５７の下端に連結されている。膝サポート部
６１の両端を、それぞれ内捻転筋サポート部５７の上端及び下端と連結することにより、
内捻転筋サポート部５７がアンカーとなり、膝サポート部６１を引き上げることができる
。
【００５８】
　腓腹筋サポート部６３は、内側腓腹筋及び外側腓腹筋を含む腓腹筋を下側から持ち上げ
るように形成されている。具体的には腓腹筋サポート部６３は、膝サポート部６１から前
頚骨筋と、内側腓腹筋との間を通って内側腓腹筋の下端まで至り、内側腓腹筋の下端から
外側腓腹筋の人体外側を通って上向きに延び、再び膝サポート部６１に連結される帯状体
によって構成されている。腓腹筋サポート部６１をこのように構成することによって、人
体幅方向内側において腓腹筋を挟み込みながら被覆筋を下側から持ち上げ、且つ人体幅方
向外側において前頚骨筋を挟み込むことができる。これにより、腓腹筋及び前脛骨筋が筋
力を十分に発揮できる環境を作り出すことができる。
【００５９】
　次に、第二の実施形態による運動用タイツ５１の作用について説明する。
【００６０】
　運動用タイツ５１によれば、運動用タイツ１と同様に、腰サポート部５５によって、腰
をサポートし骨盤の角度を適正化し、骨盤の後傾を抑制することができる。また、内捻転
筋サポート部５７によって、内捻転筋群が縮む動作をサポートすることができるため、膝
が外向きに倒れるのを抑制することができる。また、大腿四頭筋サポート部５９と、内捻
転筋サポート部５７とによって、大腿四頭筋を挟み込むことにより、大腿四頭筋の筋力を
十分に発揮できる環境を作り出すことができ、着用者がパフォーマンスを発揮し易くなる
ようにすることができる。
【００６１】
　次に、本発明の第二の実施形態の変形例による運動用タイツについて説明する。
【００６２】
　図１３は、本発明の第二の実施形態の変形例による運動用タイツの正面図であり、図１
４は、この運動用タイツの背面図であり、図１５は、この運動用タイツの側面図であり、
図１６は、図１３のXVI-XVIに沿った断面図である。
【００６３】
　第二の実施形態の実施形態の変形例による運動用タイツ７１は、運動用タイツ５１の膝
下をカットした形態を有している。従って変形例による運動用タイツ７１は、腓腹筋サポ
ート部６３を有していない点以外は、運動用タイツ５１と同様の構成を有している。そし
てこのような運動用タイツ７１によっても、運動用タイツ５１と同様の作用・効果を得る
ことができる。
【００６４】
　また、第二の実施形態の更なる変形例として、変形例による運動用タイツ７１の膝下を
カットした部分から構成される脹脛サポータがある。脹脛サポータは、脹脛を囲む筒状の
生地によって構成されており、この生地は、タイツ部５３と同じ生地によって構成されて
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いる。そして脹脛サポータには、腓腹筋サポート部６３と同様の形状を有するサポート用
生地が縫い付けられている。このような脹脛サポータによっても、腓腹筋を挟み込みなが
ら下側から持ち上げ、且つ前頚骨筋を挟み込むことができる。
【００６５】
　なお、上述の実施形態において、ある部材が他の部材と交差し又は連結されているとし
て説明した部分は、必ずしも交差し又は連結されている必要はなく、ある部材が他の部材
の近傍にまで到達していれば、交差し又は連結されているのと同等の効果を得ることがで
きる。
【符号の説明】
【００６６】
１，２１，５１，７１　　運動用タイツ
３，５２　　タイツ部
５，５５　　腰サポート部
７，５７　　内捻転筋サポート部
９，５９　　大腿四頭筋サポート部
１１，６１　　膝サポート部
１３，６３　　腓腹筋サポート部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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